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1.医療提供体制の現状について

○病院数は、平成 2年をピークに 1害J減少。有床診療所は大幅に減少する一方、無床診療所が増加。

○病床数は、平成 4年をピークに減少。

医療施設数の推移 種類別病院病床数の推移

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

180替

―
―
ド
∞
Φ
Ｉ
Ｉ

)

〆       L罵 3

L』卜~■正こ里F床
/ ＼    岬 &

精神病床           344′ 047床 (精オ

^ ^7′
6115

160

140

０

　

　

　

０

　

　

　

０

２

　

　

　

０

　

　

　

８

♂
゛

♂
θが

０

０

０

０

６

　

　

４

　

　

２

歯手晰影列寮T斤
~1働

離13b

病院 8605

ち ら ゛ ゛ ゆ 夕 や
が

ら %゛ ゛ ゛ ゛ ゛



+5。9

(万 人 )

30

28

26

24

22

20

18

16

14

0

Iア .o

15.8

ハ ト ∩
230。4

 ́    224.5
217.5 椰

(A)

240.0
薇 医 師 数

一
人 口 10万対 (右軸 )

―
―
一
卜
〇
―
―

200.0

160.0

120.0

80.0

40.0

0.0

18  20  22
(2010)

(出典)医師・歯科医師・薬剤師調査

59  61
(1984)

昭 和 … 年

63   2   4

平 成・年

10  12  14
(2000)

16



○ 全国の医療施設 (診療所・病院)に従事する「人口10万対医師数」は219.0人で、前回に

比べ 6.1人増加している。
○ 都道府県別では、京都府が最も多く(286.2)、 埼玉県が最も少ない(142.6)。
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○ 多くの診療科で医師は増加傾向にある。
O減 少傾向にあった産婦人科・外科においても、増加傾向に転じている
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人口1000人当たり臨床医数の国際比較(2010年 1干盛31年差:
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OECD諸国の病床数について(2010年 )

人口1000人当たりの病床数|ま 13.6と、他のOECD諸国に比べて大幅に多む 鷹燕
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0日本の人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を2.6人で支えている社会構造になつており、
少子高齢化が一層進行する2060年には1人の高齢者を1.2人で支える社会構造になると想定
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76.2%(病 院)

12.5%(自宅 )

4%(老人ホーム ) 2.3%(診療所)

1951 1955

-病院

1960  1965  1970  1975  1980  1985  1990

-診療所 一 介護老人保健施設 一 老人ホーム

※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている

1995  2000  2005   2011

-自宅 一 その他

出奥)厚生労働省「人口動態統計」
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平成52年 (2040年 )

約167万人

19     24     29    34    39    

“

    49     54     59     64     69田ヨ手口22  27



2.平成25年度 予算 (案)の概要

(厚生労働省医政局)

(注 1)「 15ヶ月予算」は平成25年度予算案と平成24年度補正予算を合わせた予算をいう。

(注 2)上記計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。

・平成25年度 予 算 案

・平成24年度 補正予算

「15ヶ 月予算」 (A)+(B)

・平成24年度 当初予算

・差 引増 減 額 (A)― (D)

・対 前 年 度 比 (A)/(D)

口「15ヶ月予算」差引増減 (C)― (Dl

口「15ヶ月予算」対前年比(C)/(D)

1, 443億 2千 8百万円(D

992億 7千万円 (B)

2,435億 9千 9百万円 (C)

1,625億 8千7百万円 (D)

▲182億 5千 9百万円

88. 8%

810億 1千 2百万円

149.8%

3分野に重点化して要望した主な施策

○暮らしの安b・ 地域活性化

(1)国民が安心できる医療を実現するための緊急対策

r24年度補正予算530億円 25年度予算案47億円 合計577億円】

C】 陽 』 翼
・

隣 冦 貶 麟

(1)医療施設の耐震化の推進等

・医療施設の耐震化の推進

・災害医療や在宅医療の推進、地域の医師確保等
・小児等の在宅医療提供体制の整備
・へき地や救急医療へのアクセスの強化等

【24年度補正予算500億円】
【25年度予算案1.7億円】

124年度補正予算30億円 25年度予算案45億円 合計75億円】

【24年度補正予算407億円】

【24年度補正予算406億円】
・広域災害・救急医療情報システム (EMIS)の機能の充実 【24年度補正予算0.9億円】
・災害動 の整備の支援            【24年度補正予算500億円の内数】

○成長による富の創出

(1)臨床研究中核病院等の整備

【24年度補正予算 33億円 25年度予算案31億円 合計64億円】

(2)再生医療の臨床応用に向けた人材育成         124年 度補正予算22億円】

(3)個別化医療の推進のためのパイオバンク等研究基盤の整備  125年度予算案21億円】

―-149-―



<参考>平成24年度予備費を使用した施策

(1)予備費第 1弾 (平成24年 10月 26日閣議決定)

・ヒト晰静田泡ワげ暫場発μ澪霊全濯田蠍つ軸

(2)予備費第2弾 (平成24年 11月 30日閣議決定)

・iPS組胞を棚 し旭艶輌鵬破援
・災害拠点病院等の耐震化
口被災地域における地域

…

援

10億円

20億円

357億円

380億円

―-150-―



無

1。 国民が安らできる― 実現するための提供体制の整備

在宅医療提供体制の整備 166百万円

・′]蜆等の在宅医療提供体制の整備【新規】

新生児集中治療管理室 lNICU)等からの退院後に在宅医嘲 〒する小児等
が

~A7い
して療養を受けられるよう、都道府県が中心となつて、医療 0福祉関

係機関の連携の調整を行い、在宅療養を支える医療・ネ訥嫁諄ψ賄Jを構築す
る。
また、小児在宅患者の保護者が抱える在宅療養への不安感を解消するため、
患者の症状などに応じて、療養上の助言やかかりつけ医との調整等を行う相
談メ功引村制を罐劃静する。

へき地・離島や救急医療へのアクセス強化 4,517百万円

① へき地・離島患者の輸送支援【新規】 34百万円

・ 無医地区などのへき地・離島住民に対する医療提供体制の確保を図るため、
無医地区などと近隣医療機関を巡回する「患者輸送車 卿明 の運行に必要
な経費について財政支援を行う。

② ドクターヘリ運航体制の拡充 4,483百万円

・ 迅速な医療の提供が必要な全ての国民に、いち早く医療の提供を可能にする
ことを目指し、ドクターヘリの運航に必要な経費について囃 を行うと
ともに、 ドクターヘリ事業従事者の研修を実施する。
帷動経費はE動割郡勧喘J推進      (227億円)の内数

地域医療支援センターの整備の拡充 960百万円

・ 地域の医師不足病院における医師の確保とキャリア形成の取組みを一体的に
支援するため、都道府県が設置する「地域医療支援センター」の箇所数を拡
充 (20か所→30か所)し、医師の地域偏在解消に向けた取組みを推進する。

-151-



惨■分【平成24年度補正予算】

○災害医療や在宅医療の推進、地域の医師確保等

(地域医療再生基金の積み増し)

50α慮円

震災に備えた医療提供体制の整備の支援、地域の医療機関への勤務を条件とした医学生に対す

る修学資金の貸与や、大学医学部に設置する地域医療学等の寄附講座に対する支援などの因師不

足対策の推進、介護と連携した在宅医療の体制整備の支援等を図るため、地域医療再生基金を積

札

また、事操実施期間について、町り穆 5年度末までの当 から「平成25年度末までに開

け る嘩研艶 にけ る。

○医掠幌戦淋申睦充実するための医療機器等の整備 3α億円

救急医療、周産期医療等の機能を担う医療機関の体制を強化するための医療機器等の設備整備

を行う。
l

!

‖。        の推進

の在り方の検討 26百万円

・ 将来を見据えた医療提供体制の強化を図るため、医療機関が担う医療機能に

関する報告を踏まえた病床の機能分化・連携の推進、高度な医療の提供等を

担う特定機能病院や地域医療の確保等を図る地域医療支援病院の在り方等に

ついて検討する。

医療計画の評価等の支援 31百万円

・ 新たに策定する医療計画を都道府県が自ら評価し、必要な見直しを行えるよ

うにするための支援として、数値目標や施策の進捗状況を評価・改善するた

めの指標の検討や、医療計画の進捗状況などを公表するソフトの開発などを

行う。柳槻】
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チーム医療の推進

※ 医療提供体制推進事業費補助金(27∞ 自力円)の内数の他、衛生関係指導者養成等委託

費 151自力円

②

① チーム医療の普及推進【―制 151自力円

多職種協働のチーム医療の取組みを全国に普及させるため、病院団体や各関
係職種の職能団体などに委託して複数の医療蒻 の合同研修を行い、職
種間の相互理解やコミュニケーション能力の向上を図る。瞬琺用

医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール 田 騰勤 に基づき、診療の

補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、かつ高度な専門的
知識及び技能をもつて行う必要のある行為を行おうとする看護師の研修制
度の具体的な検討に向けて、看護業務の実施状況の検証を行う。

看護補助者の活用【諄琺用
※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,700百 万円)の内数

看護職員と看護補助者の業務分担を進め、看護補助者を活用することにより、
看護職員の負担軽減に資するとともに雇用の質の向上を図るため、都道府県
が舞 幡議部長、看護師長なう 向け1瑚説する、看護補助者の活
用も含めた看護サービス管理能力の向上のための研修の実施に必要な経費に
ついて財政支援を行う。

出産や育児などにより離職している女性医師の復職支援のため、都道府県に
受付・相談窓口を設置し、研修受入医療機関の紹介や復職後の勤務様態に応
じた研修などを実施する。

子どもを持つ女性医師や看護職員などの離職防止や復職支援のため、病院内
保育所の運営に必要な経費について財政支援を行う。

地域医療に従事する看護職員の養成・確保を図るため、看護師等養成所や病
院内保育所の運営、新人看護職員研修の実施などに必要な経費について財政
支援を行う。

看護職員の勤務環境を改善するため、都道府県が実施する就労環境改善研修
への財政支援を行う。

各都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員をハローワークに派遣
し、就螂 談や求人医療機関との調整等を行う。【糊

女性国師の離職防止口復職支援
※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,7∞ 自力円)の内数の他、イ軽彗馴縛姜

託費 163百万円

看護職員の確保対策の推進
※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,700百万円)の内数の他、医療関係者養成確

保対策費等補助金等 4,923百万円

-153-



歯科保健医療対策の推進

※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,700百万円)の内数の他、医療施設運営費等

補助金等 131自力円

8020運動について、成人の歯科疾患予防や検診の充実を行うなど、生涯
を通じた歯の健康の保持のための取組を引き続き推進する。
また、安全で安心かつ良質な歯科保健医療を提供する観点から、歯科医療安
全等に関する情報収集等を行い、国民薄歯科医療関係者へ歯科医療に関する
J断 を行う。

地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健医療施策を進めるための体制確保、
障害者・高齢者施設などの入所者で歯科口腔保健医療サービスを受けること
が困難な方への対応やそれを担う人材の育成、医科・歯科連携の先駆的な取
組に対する安全性や効果の実証などを行う。【新規】

歯科医療機関が電子カルテで保有する身元確認に資する歯科診療情報の標準
化とその活用の在り方に関する検討を行うとともに、その内容をモデル事業
を通じて実証する。鵬琺見】

① 保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPЮ普及口啓発等事業鶴琺見】  63百万円

0イ ンターネットを介して診療情報のやり取りを行う場合のセキュリティを確
保し、医療%を 推進するため、保健¨ 野の公開鍵基盤 lHPKI)

の普及・啓発及び体制整備を行う。

※ IPKI mealthcare Public Key lnfrastructtlre):保健      国家資格 (因畢罰

所持情報を含んだ ICカードを用いて、システムにアクセスしようとしている利用者の認
証や電機 付与を可能とする催限税 例え|よ 電〕寄勿献轟麟諄曜諺作成者の聯
格の有無の検証が可能となる。

② IC丁 を活用した地域医療ネットワークの整備醗蹴見】 75百万円

・ 医療機関の主要な診療データを、標準的な形式で帰 け ることにより、
連携する医療機関相互でデータの閲覧を可能とし、質の高い地域医療連携に
活用できるネットワークの基盤を整備する。

③ 医療分野の情報化の推進

※医療施設等設備整備費補助金(674自力円)の内数の他医療惰調レステム開発普及等委託費等393自力円

・ 「新たな情報通信関膵脚嘲等に基づき、「どこでもMY病院構想」や「シーム

レスな地域連携医療」の実現に向けた連携方策などの仕組みについての実証

事業や、根拠に基づく医療 (EBMlの普及推進事業などの実施により、情報サ
ービスの確立を目指す。
また、遠隔医療の設備整備について財政支援を行い、地域医療の充実を図る。

保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKl)普及・啓発など医療分野の情報化の推進

※ 医腐施設寄訓喘目祀撃胡匠×674自力円)の内数の他、
―

ステム開発普及等

委託費等 531日力円
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専門国 こ関する新たな仕組みの導入に向けた支援 55百万円

・ 医師の質の一層の向上を図ること等を目的とする専門医に関する新たな仕組
みの導入に向けて、現在の学会認定の専門医及び専攻医の分布状況や研修状
況に関する情報のデータベースの作成を支援する。爵琺見】

―・―――・―――――――――・――・―――一――
|

惨姜→ 【平成24年度補正予算】                             i
O地賊の医師確保等(再掲)                       50哺 円の内数

|

(地域医療再生基金の積み増し)                            l
l

地域の医療機関への勤務を条件とした医学生に対する修学資金の貸与や、大学医学ぎ限こ設置す i

る地域医療学等の寄附講座に対する支援などの医師不足対策の推進等を図るため、地域医療再生
基金を目初普九

Ⅲ。   縫

在宅チーム医厳 担う人材の育成 100百万円

・ 今後、増加が見込まれる在宅療養者への質の高い在宅医療を提供するため、地
域薄多職種がチームとして協働し、在宅療養生活を支えられる人材を育成する。

′!現等の在宅岬 十Jの整備 166百万円

0新生児集中治療管輝室 lNICU)等からの退院後に在宅医療へ移行する小児等
が安心して療養を受けられるよう、都道府県が中心となって、医療・福祉関係
機関の連携の調整を行い、在宅療養を支える医療・福祉提供体制を構築する。
また、小児在宅患者の保護者が抱える在宅療養への不安感を解消するため、
患者の症状などに応じて、療養上の助言やかかりつけ医との調整等を行う相談
支援体制を整備する。【新規】(再掲)
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在宅歯科医療の推進

※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,7∞ 自力円)の内数、
等 G74日力円の内数の他 衛薩関係臓喘翻嗣鴨磨割潰 18自力円

生涯を通じた歯の健康の保持のための取組を推進するため、寝たきりの高齢
者や障害者などへの在宅歯科医療について、地域における医科、介護等との

連携体制の構築、人材の確保、貸出用在宅歯科医療機器の整備等について財
政支援を行う。

在宅療養者を介護する家族合の歯科口腔保健の知識等の指導・普及を図るた
め、在宅歯科医療を実施している歯科診療所等に口腔ケアに必要な口腔内洗
関 などを整備する。

! 惨姜つ【平成24年度補正予算】

○在宅医療の推進 (再掲)

(地域      積み増し)

500億円の内数

!   雑 と麟
|

した在宅医療の体制整備の支援等を図るため、地域医療再生基金を積み増すD

l■ 救急 0日産期医療などの体制整備

① 救急医療体制の充実
※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,700百万円)の内数の他、医療施設運営費等補助金等121百

万円

・ 救急医療体制の充実・強化を図るため、重篤な救急患者を 24時間体制で受
け入れる救命救急センターなどへの財政支援を行う。

② 重篤な小児救急患者に対する医療の充実
※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,700百 万円)の内数

・ 超急醐 にある小児の救命救急医療を担う「ガ所激命救急センター」の運営
への支援や、その後の急性期にある小児への集中的・専門的医療を行う小児
集中治療室の整備などに対する財政支援を行う。

救急医療体制の充実

※ 医療提供体制推進事業費補助金(22,7∞ 自力円)の内数の他、医療施設運営費等補助金

等 121百万円
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周産期医療体制の充実

※医療提供体制推進事業費補助金(22,7∞ 自力円)の内数の他、医療施設運営費等補助金

等77自力円

・ 地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期
母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新生児集中
治療管理室 lNICU)、 母体・月台児集中治療管輝室 lMFICU)な どへの財政支援
を行う。

へき地保健医療対策の推進 1,964百万円

・ へき地・離島での医療提供体制の確保を図るため、総合的な企画・調整を行
うへき地医療支援機構の運営や、へき地診療所への代診医の派遣、無医地区
などで巡回診療を行うへき地医療処点病院の運営などに必要な経費について
ル膨嬢翅援を者テう。

爾 H萄穆4」刷野補正予算】

○医額張麒淋制を充実するための医掠機器等の整備(再掲) 3α庖円

救急医療、周産期医療等の機能を担う医療機関の体制を強イヒするための医療機器等の設備整備

をイテう。
L

V.製    の強化

災害医療体制の強化 210百万円

・ 災害時に被災都道府県や被災都道府県内の災害拠点病院などとの連絡調整な
どを担う災害派遣医療チーム CDMAT)事務局について、首都直下型地震の発生
を想定し、事務局機能を分散させるため、西日本に拠点を設置する。

惨髪つ【平成24年度補正予算】

O医療施設の耐震化の推進                          406億 円
(医朝詞施月闘耐督馴        C蒲響り増し)

多くの民間病院が役割を担う二次救急医療機関の耐震化を推進するため、医療施設耐震化臨時

… …

『

―

―

―

―

―
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惨義う【平成24年度補正予算】

○災害
―

lの整備の支援(再掲)

(地域医療再生基金の積み増し)

500億円の内数

震災に備えた医療提供体制の整備の支援 (大きな震災

―

のための移転の支援を含む)

等を図るため、地域医療再生基金を自初普九

○広域災害・救急歴瞭情南レステム(EMS)の機能の充実 89自力円

災害発生時に被災地での災害派遣医療チーム 鰤帽)の活動を支援するため、広域災害・救急

医療開 システム lDIIs)を改修し、携帯電話以外の可搬端末 (スマートフォン、タブレット端

末)からの側』活動脚 の入力・把握及びDMAT活動脚 のモニター

…

新 る。

i

VL睡療関連分野におけるイノベーシヨンの一体的推進など

民間投資を喚起する治験環境整備 4,529百万円

① 臨床研究中核病院等の整備 3,102百万円

0 日本の豊富な基礎研究の成果から革新的な医薬品・口朝謝賠躍鎗J出するため、
新たに5か所追加選定する臨床研究中核病院について、難病・希少疾病・ガヽ
児疾患などの医師主導治験の実施とネットワーク構築に重点を置いた体制
強化を図る。
また、既に整備している臨床研究中核病院 (5か所)について、がん・再生
医療などの分野での臨床研究において中心的役害Jを果たせるよう運営を支
射 る。
併せて、早期・探索的臨床試験拠点 (5カ功 について、がん・精神神経疾
患・脳心血管系疾患などの分野での臨床研究において中心的役害1を果たせる
よう運営を支援する。

修姜つ 【平成24年度補正予算】

○臨床研究中核病院等の整備                          33億 円

質の高い臨床研究を推進するため、臨床研究中核病院を新たに追加選定し、必要な設備整備等

を行う。また、既に整備している臨床研究中核病院等についても、研究の進捗に伴い必要となる

調朧酬樹雪を行う。
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② 国際水準で― る臨床研究などの支援 1,427百万円

・ 新たに整備する難病・希少疾病・小児疾患などの医師主導治験の実施とネッ
トワーク構築に重点を置いた臨床研究中核病院での国際水準の臨床研究等
を支援する。

再生医療の推進 2,253百万円

・ 再生医療の実用化に向け、細胞情報を収集したヒ躊嚇剛包データベースを整
備するとともに、ヒト幹細胞の保存方法等の確立、ヒト幹細胞の腫瘍化リス
ク等に対する安全性の確保、機能不全となった組織や臓器の治療方法の探索、
iPS細胞を利用した創薬等のための研究を支援する。【一部新規】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・ ― ― ― ― ― ・ ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ・ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・ -1

惨姜→【平成24年度補正予算】

○再生医療の臨床応用に向けた人材育成 22億円

再生医療の臨床応用に向けて、-0医 師が iPS細胞等の樹立・調製や人体への移植 。投

与を適切に実施する技術を習得するため、細胞培養加工等 トレーニングセンターを東西 2ヶ所の

剛 点に言測贄する。

個別化医療等の推進 2,309百万円

① 個別化医療の推進のためのバイオバンク等研究基盤の整備【一部新規】
2,109自 力円

・ 国立高度専門医療研究センター (ナショナルセンター)が有する高度専門的な

知見やネットワークを活用し、生体試料と臨未情報をバイオバンクとして整備

するとともに、企業等と共同で研究開発の推進を図り、創薬及び個男晰師朝瓢患

者一人ひとりの体質や病態にあつた有効かつ副作用の少ない治療法 (オーダー

メード医療)や予防法 (個男|イビ郡わ)の実現を目樹 っ

② 個別化医療に資する医薬品開発の推進鵬蹴見】 200自力円

・ 治療薬の効果や副作用を予測し、治療薬の投与が適切な患者の選定を目的と
した検査薬の開発を推進する。特に新薬については、当該検査薬との同時開
発・同時審査を推進する。

先進医療評価の迅速化口効率化 39百万円

・ 先進医療の評価・確認手続の簡素化を図るため、一定の要件を満たす医療機
関が医療上必要性の高い抗がん剤に関する先進医療を実施する場合の安全
性・有効幽こついて、外部機関による実施計画書の評価体制を整備する。磁麒見】
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日本主導のグローバル臨床研究拠点の整備 301百万円

・ 国際的な治験・臨床研究の実施により、日本発シーズによる革新的新薬・医
療機器all出や、医療の質の向上のためのエビデンスの確立を図るため、日

本主導でグローノウレ臨床研究を企画・立案し、その実施を支援する体制を整
備 る。

後発医薬品の使用促進 146百万円

患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、品
質・安定供給の確保、情報提供の充実や普妨 などによる環境整備に関す
る事業などを引き続き実施する。

より医療現場に近いレベルで関係者の理解を図るため、都道府県が設置して
いる協議会に加え、市区町村又は保健所単位レ

'レ
備 を設置し、地域

住民へ働き力ヽすを行うなど地域の実清に応じた取組を強化する。

医薬品市場のグロール イヒが進む中、我が国の後発品メーカーの国際競争力
を高めるため、海外市場への進出やバイオ後続品開発の可能性を見据えた調
査・検討事業を行うとともに、安定供給に関する海外の事例調査を行う。【―
嘔Hl需月リリ記】

革新的な医薬品E医療機器の創出に関する研究費の重点化  10,841百万円

・ 革新的な医薬品・医療機器の創出を目指し、基盤研究から治験・臨床研究に
おいて医薬品・医療機器の実用イロ

…

く研究を重点的に支援する。【一部
新規】

VIL 
―

国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構における政策医療等の実施

54,910百万円

・ 全国的な政策医療ネッ
先駆的医療、臨床研究、

トワークを活用し、がん、循環器病等に関する高度
教育研修、情報発信等を推進する。

国立ハンセン病療養所の充実 32,416百万円

・ 居住者棟の更新築整備を推進するとともに、入所者に対する医療及び生活環
境の充実を図る。
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死因究明体制の充実に向けた支援 239百万円

・ 解剖や死亡時画像診断などの取組を促進し、異状死や診療関連死の死因究明
を進めるための経費を支援する。【一部新規】

手術手技向上のための研修体制の整備 56自力円

・ 医療の質と安全の向上を図るため、遺体を用いて高度な手術手技を習得させる
ための研修体制を整備するとともに、研修の効果や運営上の間雹点等について
整理・検証を行う。【一部新規】

地域医療再生計画に係る有識者会議の開催 9百万円

・ 各都道府県において実施している地域医療再生計画について、有識者会議を開
催し、それぞれの進捗状況や成果についてヒアリング等を行う。醜琺見】

・ 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者を円滑かつ適正に受け入れるため、
看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環境の整備、
日本語の習得を含めた看護師国家試験の合格に向けた学習の支援を行う。ま
た、資格を取得できずに帰国した候補者の母国での再チャレンジ支援 (模擬
試験の実施など)を行う。

諸外国の医薬品・医療機器産業情報確保対策 6百万円

・ 諸外国における医療の実態や医薬品・医療機器産業の市場動向等を調査し、我
が国の医薬品 0医療機器産業が世界市場へ進出するための振興策を検討する。
【1り務赳記】

必須医療機器等の安定供給体制確保対策 7百万円

・ 大規模災害発生時等において医療の提供に支障が生じないよう、医療機器等の

安定的な供給体制の確保を図るため、医療機器業界に対しアンケート調査等を
行い、有事対応を円滑に行うための情報を整理する。瞬琺見】

経済連携協定に基づく外国人看護師候補者の円滑かつ適正な受入等

※             (27∞ 覆万円)の内数刺眠衛劇刻紺黎諄轟誠時委

託費 154自力円
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国際医療交流に関する取組 10百万円

・ 外国人患者の受入に資する医療機関の認証制度について、その質の向上や制度
の周知を図るため、外国人患者の受入実績を有する主な病院の状況調査や情報

発信のための経費等の支援を行う。

「統合医療」に関する取組 12百万円

・ 近代西洋医学と伝統医学・相補代替療法とを組み合わせた「統合医療」の有

効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それらの信頼性 (エ ビデ
ンスレやL/1の評価を行うための経費を支援する。
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3.平成 25年度の主な税制改正について

平成 25年度 税制改正等 (医政局 )

1社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税〕

社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。

① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が 7,000万

円を超える者を除外する。
(注)上 記 の改正は、個人は平成 26年分以後 の所得税 について適用し、法人 は平成 25年
4月 1日 以後に開始する事業年度について適用する。

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施

行に伴う規定の整備を行う。

2社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続       〔事業税〕

3医療法人の社会保険診療以外部分に係る事業税の軽減措置の存続 〔事業税〕

事業税 における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法

人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療

の確保を図る観点から、そのあり方 について検討する。

医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長
〔所得税、法人税〕

高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕

法人税における医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直し

を行つた上、その適用期限を2年延長する。(所得税においても同様 )

6研究開発税制 (総額型)の拡充 *経済産業省との共同要望

〔所得税、法人税、法人住民税〕

法人税 における試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除制度 (研究

開発税制)について、次の見直しを行う。(所得税においても同様 )

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額 に係る

税額控除制度、繰越税額控除限度超過額 に係る税額控除制度、中小企

業技術基盤強化税制及び繰越 中小企業者等税額控除限度超過額に係

る税額控除制度 について、2年 間の時限措置として、控除税額の上限を当

期の法人税額の 30%(現行 20%)に 引き上げる。

② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度 について、特別試験研究費

の範 囲に一定の契約 に基づき企業間で実施される共同研 究に係る試験

研究費等を加える。

中小企業技術基盤強化税制及び繰越 中小企業者等税額控除限度超過

額に係る法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除

税額の上限を、2年間の時限措置として、当期の法人税額の 30%(現行 20%)

に引き上げる。
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7医療に係る消費税の課税のあり方の検討 〔消費税〕

医療に係る税制のあり方については、消費税率が 10%に引き上げられることが予

定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関

係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよう、

医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者等の

意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
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社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続 (所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)

―
―
い
い
い
―
―

<参考>社会保険診療報酬の所得計算の特例 (現行制度 )

医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であ
るときは、当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、当該社会保険診療報酬を4段階の階
層に区分し、各階層の金額に所定の割合を乗じた金額の合計額を社会保険診療に係る経費とする
ことができる特別措置。

社会保険診療報酬の金額 概算経費率

21500万円以1下 71‐2%

2′ 500万 F司超 3′000万円以下 70%

3′ 000万三「電超 4,0噸円以下 61210/0

4′000万 F司超 5′000万円以下 57%



社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続

(事業税)

―
Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ

|:「 網鬱」

事業税における社会保険診療報pllに係る実質的非課税措置及び医療法人I=対する理
減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から't

そのあり方について検討する。

<参考> 社会保険診療報酬に係る事業税 (現行制度〕

社会保険診療報酬 社会保険診療報酬以外

非課税

開設主体
400万円

以下

400万円超

800万円以下
800万 F司超

特別法人

(医療法人等 )

2.7%
(約4.9%)

3.6%
(約6.5%)

|■ 6%1111

(約 o150/0〕

普通法人
2.フ%

(約4.9%)
4.0%

(約7.2%)
5日 3%

(約9.6%)

個人 5日 0%

注 :()内の%は、20年 10月 以降の事業年度から事業税と分離して課税される「地方法人特別税」 (事業税率の81%)を合算した税率



高額な医療用機器等に関する特別償却制度の適用期限の延長 (所得税、法人税)

な 重奪   lm写 鯰 瑾響雛 里霧聾

―
Ｉ
Ｈ
の
『
―
―

¬

①高額な医療用機器

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価

格 500万 円以上の医療用機器 (高度な医

療の提供に資するもの又は指定を受けてか

ら 2年以内のものに限る)を取得 した場合

に、取得価格の 12%の特別償去口を認める

特例措置について、その適用期限を 2年間

延長。   (～ 平成 27年 3月 31日 )

対象機器の追加 :

粒子線治療装置、線形加速器システム、

放射線治療装置用シンクロナイザ、

補助人工心臓駆動装置 等

対象機器の除外 :

核医学診断用据置型ガンマカメラ、    市Ⅲ

常電導磁石式全身用MR装置、

全身用エレクロ トンビームXttCT診断装置 等



―
―
い
い
∞
―
―

研究開発税制 (総額型)の拡充 (所得税、法人税、法人住民税)

※ 1)80/0+試験研究貢/売上高XO.2

試験研究を行つた場合の法人税額め特前控除制度表研究開発税制)|について、次の見直しを行う (所得税についても向農

翼%譜趙雉穀貶邊粂1鍮 |

?高蘇裂語繁警嚢轟器蟹≦曇瑾驚雪讐F制
度について、特31M冥墾3難

|1琴
竃去製易

||||1業
間で集菫:1言曇

中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額摺
課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、2年間の眠
に弓|き上げる。

【控除上限】
現行制度 改正案

法 人 務 :客 頁

口

"“
― ― E― 目 ― ― 疇 ロ ロ

"―
― 口 饉 ― ロ ー ロ ロ

"―
― ― 饉 饉 ― ― ロ ロ ロ ロ ー ー 目 饉 ― ― ロ ー ー ー ー ロ ロ 饉 自 日 ― ― ―

"― "―
暉 饉 ― Q朦 ロ ロ

"田
ロ ー =

の 40%
【増加型】または 【高水準型】

湛 :A税 苺 :ロ ー ー ー ロ ー ー ‐ ― ― ‐ ― ― ロ ー ー ー ー ー ー ロ ー ロ ‐ ― ロ ー ー ー ロ ー 暉 ― ― ― ― ― ― ― ‐ ― ― ‐ ― ― ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ― ― ‐ ― ― ― ― ― ‐ ― ― ― ― ロ

の 30%

【増加型】または 【高水準型】

法人税額

の 20%

鳳 II“hi 贔_二、血     鬼

企
業
間
で
の
共
同
研
究
等

（範
囲
拡
大
）

(※ 3)中小企業及び産学連携等に関する研究開発

に■)し Vて は、



医療に係る消費税の課税のあり方の検討 (消費税)

―
Ｉ
Ｈ
い
Φ
Ｉ
Ｉ

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律 (平成24年法律第68号 )

第 7条第 1号 卜

医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するも

のに対し区分して措置を請ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、

診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、

厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の

課税の在り方については、引き続き検討する。



4.消費者委員会からの建議について

エステ美容医療サービスに関する消費者委員会建議事項と対応

○ 健康被害等に関する情報の提供と的確な対応

厚生労働省は、都道府県等に対し、健康被害等に関する情報を把握した場合の対

応について、運用上の工夫やノウハウ、具体例等を整理し示すこと。

・ 医師法等の違反事例に接した場合、当該違反者に対する行政指導、警察への情報

提供等によるご協力を、引き続き、お願いしたい。

【参考】「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年 11

月8日厚生労働省医政局医事課長通知)

○ 不適切な表示 (広告)の取締 りの徹底

厚生労働省は、消費者視点で好ましくないと判断されるインターネット上等の表

示を取り締るための措置を講ずること。また、都道府県における関係部局間の連

携を再度要請するとともに、適切な法執行を要請すること。

・ 現在、医療法上の「広告」と見なしていない医療機関のホームページの取扱いに

ついては、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」において検討した結果、

現段階では、当面の間は、医療機関のホームページを引き続き「広告」とは見なさ

ないこととした。

【参考】「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針 (医療機関ホ

ームページガイ ドライン)について (依頼 )」 (平成24年 9月 28日 付け医政発0928

第 1号厚生労働省医政局長通知)

・ 一方で、関係団体等による自主的な取組を促すことを目的として、医療機関ホー

ムページガイ ドラインを昨年 9月 28日 に公表し、都道府県や関係団体に周知した。

・ 当面の間は、上記の取組により医療機関のホームページの改善を図ることとする

が、併せてガイ ドラインの実効性の把握に努め、改善が見られない場合には、対象

を絞りつつ法規制も含めてその後の対応を検討するが、各都道府県においては、医

療機関ホームページガイ ドラインに基づき、必要な指導等を適切に実施されるよう

お願いしたい。
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○ 美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底

厚生労働省は、美容医療サービスに関連する相談のうち、患者 (消費者)の理解と

同意が十分に得られていないことに起因するトラブルが少なからずみられること等

を踏まえ、取引の適正化及び消費者の安全確保の観点から、緊急性がそれ程高くな

い美容医療サービスを提供する場合に、患者 (消費者)に必ず説明し、同意を得る

べき内容等を盛り込んだ指針等を整備し、周知を図ること。

口 「診療情報等の提供に関する指針」では、「代替的治療法がある場合には、その

内容及び利害損失 (患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場

合の費用を含む。)」 を医療従事者が診療中の患者に対して丁寧に説明しなければな

らない事項としている。緊急性がそれ程高くない美容医療サービスの提供に当たっ

ては、こういつた事項について特に丁寧な説明が求められることを踏まえ、引き続

き、医療従事者等に対しての周知の徹底及び遵守の養成等によるご協力をお願いし

たい。

【参考】「診療情報の提供等に関する指針の策定について (平成 15年 9月 11日厚生

労働省医政局長通知)
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5.医 療安全対策 につ いて

厚生労働省 にお いて は、平成 14年 4月 に医療安全対策検討会議 において取

りま とめた 「医療安全推進総合対策」及び 平成 15年 12月 の 「厚 生 労働 大臣

医療事故対策緊急 ア ピール」 に基づ き、医療安全対策 に係 る各般 の取組 み を進

めてきた。

さらに、平成 17年 6月 に医療安全対策検討会議 において、一層 の対策 の強

化 と新 た な課題 へ の対応 のた め、「今後 の 医療安全対策 につ いて」 が取 りま と

め られ 、 この報告書 に基づ き、平成 18年 の医療法改正 においては、全ての医

療機 関に対 し医療安全 の確保 を義務付 ける とともに都道府 県等が設 置す る医療

安全支援 セ ンター につ いて同法 に規定す るな ど、総合的な取組み を進 めてい る

ところで ある。

(1)医 療機 関にお ける医療安全 の確保

医療機 関にお け る組織 的な医療安全 の確保 を図 るた め、平成 19年 4月 施

行 の改正 医療法 にお いては、全 ての医療機 関に対 して、安全 に関す る職員 の

研修 の実施 な どを義務付 け、その充実強化 を図つた ところである。

各都 道府 県等 にお かれ ては、医療機 関へ の立入検査等 を通 じて、管下医療

機 関にお ける医療安全 の確保 について適切 な指導 をお願 い したい。

(2)医 療安全支援セ ンターの設置

医療安全支援 セ ンター につ いては、平成 16年 5月 に全 ての都道府 県での

設置 を完 了 してい る ところで あるが、二次 医療圏及び保健所設 置市 区の一部

ではまだ設置 され ていない状況 で あるた め、早期設置 に向けた積極 的な取組

み をお願 い したい。

なお、本セ ンター設置 に係 る経費 につ いては、医療 に関す る相 談 は地域住

民 に身近 な事業 で あ ること、地方 自治体 にお ける主体的・ 自主的 な取組み を

推進す る必要が あ るこ とな どか ら、本セ ンターに係 る人件費 、基本運営費、

協議会 の設置・ 運 営 、各種研修 の実施 、相 談事例 の収集 ・情報提供 等 に係 る

経費 につ いて、平成 15年 度 よ り地方財 政措置 を講 じてい る。

また、厚生労働省 において は、各都道府 県等 にお ける本セ ンター の設置・

運営が 円滑 に進 め られ るよ う、相 談職員 等 に対す る研修 、相談事例等 の収集

・分析・ 情報提供 な どの総合 的 な支援 と して、「医療安全支援 セ ンター総合

支援事業」 を引 き続 き実施す ることとしてお り、積極 的に活用 され たい。
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(3)医 療安全対策 に関す る情報の提供

現在 、医療 事故等 の事例 に関 して は、特定機 能病院や大学病院等 に対 して

日本 医療機 能評価機構 へ の報告 を義務 付 け、同機構 において収集 0分析 し、

分析結果 を提供す る事業 を行 ってい る ところで ある。

さらに、平成 18年 12月 か ら、 同機構 にお いて収集 され た事例 の うち、

繰 り返 し報告 され てい る事例や特 に注意 が必要 な事項 につ い て、「医療安全

情報 」 として医療機 関等 に毎月発信 してい る ところである。

これ らの情報 を各 医療機 関等 が活用 し、効果 的 な取組 みが な され るよ う、

各都道府県等 におかれ て も、引き続 き管下医療機 関等への周知 をお願 い した

い 。

(4)医 療安全推進週間の実施 (平 成 25年 度 は 11月 24日 か ら 1週 間 )

厚 生労働 大 臣提唱の 「患者 の安全 を守 るための共同行動」 (PSA:Pttient
Safety Action)の 一環 として、当該週 間 を中心に、医療安全 に関す るワー クシ

ョップ等 を開催す るこ ととしてい る。

各都道府 県等 におかれ て も、引き続 き、当該週 間に合 わせ て様 々な事業 を

実施す るこ とに よ り、関係者 の意識啓発 を図つていただきたい。

(5)診 療行為 に関連 した死 亡の調査分析 モデル事業

診療行為 に関連 した死亡の原 因 を調 査 し、再発 防止策 を検討す る 「診 療行

為 に関連 した死 亡の調査分析モデル事 業」 を平成 17年度 か ら国の補助事業

として一部 の地域 で実施 してい る ところである。
‐

各都道府 県 (特 に地域受付窓 口が設置 されてい る都道府 県 )に おかれ ては、

当該事業 に多 くの医療機 関が参加 され るよ う、管下の医療機 関等 に対 し広 く

周知願 いたい。

(参 考)診療行為 に関連 した死亡の調査分析モデル事業
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診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業

―
Ｉ
Ｈ
『
ト
ー
ー

【事業内容と目的】

診療行為に関連した死亡について、専門家が事案の調査を行い、

その原因を究明し、同様の事例の再発を防止するための方策を

専門的・学際的に検討し、医療安全の向上を図ること。(関係者の

法的責任の追及を目的とするものではない。)

【実施主体】

(―社)日 本医療安全調査機構 (平成22年度～)

※平成17～ 21年度は(社 )日 本内科学会 (他40学会が協力)

【実施期間】

平成17年度～

【実施地域】

北海道、宮城県、茨城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、

兵庫県、岡山県、福岡県

【実施状況】(平成25年 2月 21日 現在 )

受け付けた件数                193件
受付後、評価中の事例             31件
評価結果報告書を交付した事例        160件
評価結果報告書の交付に至らなかつた事例     2件

【事業の対象事例】

診療行為に関連した死亡について、死因究明と再発防止策を、

中立的な第二者機関において検討することが適切と考えられる事例

※警察に届け出られた事例についても、司法解剖の対象とならない場合に
は、モデル事業の対象として検討

※本事業は、現行の制度の下で実施しているため、調査の過程で異状を認
めた場合は、医師法第21条又は死体解剖保存法第11条に基づき24時間
以内に所轄警察署への届出が必要
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医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討書『会の概要

‐―
‐
Ｈ
『
Ｏ
Ｉ
Ｉ

1趣 旨
「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」の検討

課題の一つである医療事故の原因究明及び再発防止の仕組み等のあり方について

幅広く検討を行う。

2主な検討項目
1)医療事故に係る調査の仕組みのあり方

2)再発防止のための仕組みのあり方

3)その他

3構成員

有賀  徹  昭和大学病院 院長

鮎澤 純子  九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座 准教授

飯田 修平  練馬総合病院 院長

岩井 宜子  専修大学 名誉教授

加藤 良夫  南山大学大学院法務研究科 教授/弁護士

里見  進  東北大学 総長

高杉 敬久  日本医師会 常任理事

豊田 郁子  医療事故被害者・遺族/新葛飾病院セーフティーマネージャー

中澤 堅次  独立行政法人労働者健康福祉機構 秋田労災病院 第二内科部長

樋口 範雄  東京大学大学院法学政治学研究科 教授

本田麻由美  読売新聞東京本社 編集局社会保障部 記者

松月みどり  日本看護協会 常任理事

宮澤  潤  宮澤潤法律事務所 弁護士

山口 育子  NPO法 人ささえあい医療人権センター COML理 事長

山口  徹  国家公務員共済組合連合会虎の門病院 院長

○山本 和彦  ―橋大学大学院法学研究科 教授

○座長、五十音順 (敬称略 )

4検討スケジュール

第 1回 平成 24年  2月 15日
・今後の検討方針の確認、 診療行為に関連した死亡の

調査分析モデル事業のヒアリング 等

第 2回 平成 24年  3月 29日
口関係団体からのヒアリング

第 3回 平成 24年  4月 27日
・構成員からのヒアリング

第 4回 平成 24年  6月 14日
口調査を行 う目的、対象や範囲、組織について

第 5回 平成 24年  7月 26日
口調査を行う組織、調査結果の取扱いについて

第 6回 平成 24年  8月 30日
・調査の実務、医療安全支援センターとの関係について

第 7回 平成 24年  9月 28日
口診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業の実務

についてヒアリング、調査に必要な費用負担について

第 8回 平成 24年 10月 26日
・捜査機関との関係について

第 9回 平成 24年 12月 14日
口消費者安全調査委員会について消費者庁か らのヒア

リング
・再発防止のあり方について

第10回 平成 25年  2月  7日
・関係団体等からのヒアリング （
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6.特 定 機 能 病 院 の 承 認 状 況
1日

医療機関名 所在地 承認効力日

1 国立がん研究センター中央病院 東京都中央区築地 5丁目1番 1号 H5 9 1

2 国立循環器病研究センター 大阪府吹田市藤白台 5丁 目7番 1号 H5 9.1

順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷 3丁目1番 3号 H5.12 1

4 日本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木 1丁 目 1番 5号 H5 12.1

5 日本大学医学部附属板橋病院 東京都板橋区大谷口上町30番 1号 H5 12 1

6 東邦大学医療センター大森病院 東京都大田区大森西 6丁 目11番 1号 H5 12.1

関西医科大学附属枚方病院 大阪府枚方市新町 2丁 目3番 1号 H181 1

8 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町 67番地 H5.12 1

9 北里大学病院 神奈川県相模原市北里 1丁 目15番 1号 H5 12.1

0 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16番 1号 H5 12 1

1 東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋 143番地 H5 12 1

近畿大学医学部附属病院 大阪府大阪狭山市大野東3フ フ番地の 2 H6.1.1

3 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地 1 H6 1 1

長崎大学医学部・歯学部附属病院 長崎県長崎市坂本 1丁 目7番 1号 H6 1.1

5 山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串 1丁 目 1番 1号 H6 1.1

高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮 185番地 1 H6 1 1

7 秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面字蓮沼44番 2 H6.1.1

東京慈恵会医科大学附属病院 東京都港区西新橋 3丁目19番 18号 H6 2 1

9 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町 2番 7号 H6 2 1

慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町 35番地 H6 2 1

福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈7丁 目45番 1号 H6 2 1

愛知医科大学病院 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21番地 H6.2 1

岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸 19番 1号 H6 2.1

獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林 880番 地 H6 3.1

埼玉医科大学病院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38番地 H6.3.1

昭和大学病院 東京都品川区旗の台 1丁 目5番 8号 H6.3.1

兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町 1番 1号 H6.3.1

金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町字大学 1丁 目 1番地 H6 4.1

杏林大学医学部付属病院 東京都三鷹市新川 6丁目20番 2号 H6 4.1

川崎医科大学附属病院 岡山県倉敷市松島 577番地 H6 4 1

帝京大学医学部附属病院 東京都板橋区加賀 2丁目11番地 1号 H6 4_1

産業医科大学病院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1番 1号 H6.4 1

藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪 1番地の 98 H6 5 1

東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都文京区湯島 1丁 目5番 45号 H6.7.1

千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻 1丁 目8番 1号 H6 7 1

信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭 3丁 目1番 1号 H6.7 1

富山大学附属病院 富山県富山市杉谷 2630番 地 H6.7 1

神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町 7丁 目5番 2号 H6 7.1

香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸 1フ 50-1 H6 7.1

40 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町 2丁 目50-1 H6.8 1

41 弘前大学医学部附属病院 青森県弘前市本町 53番地 H6 8.1

42 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町 1番 1号 H6 8 1
´
臀 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸 1番 1 H1652C
44 広島大学病院 広島県広島市南区霞 1丁 目2番 3号 H6 8 1

45 琉球大学医学部附属病院 沖縄県中頭郡西原町字上原207番 地 H6.8.1
力
■ 北海道大学病院 北海道札幌市北区北 14条西 5丁 目 H6 10.1
Л
■ 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条 1丁 目1番 1号 H6.10.1

48 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町 36番地の 1 H6.10 1

4S 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川 H610.1
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6.特 定 機 能 病 院 の 承 認 状 況
11月 1

医療機関名 所在地 承認効力日

宮崎大学医学部附属病院 宮崎県宮崎郡清武町大字木原 5200番 地 0

鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8丁 目35番 1号

山形大学医学部附属病院 山形県山形市飯田西 2丁 目2番 2号 1

二重大学医学部附属病院 二重県津市江戸橋 2丁 目174番地
ｕ
＝ 1

大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘 2番 15号 1

岡山大学病院 岡山県岡山市鹿田町 2丁 目5番 1号 1

大分大学医学部附属病院 大分県由布市挟間町医大ヶ丘―丁目 1番地
ｕ
Π 1

福井大学医学部附属病院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第 23号 3番 ｕ
ｎ

新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市旭町通 1番町754番 地 2

国立大学法人金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町 13番 1号

熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市本荘 1丁 目 1番 1号 ｕ
Π

名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65番地 H7 2 1

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県大津市瀬田月輪町 H7.2、 1

京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54 H7 2 1

島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩治町 89の 1 H7 2 1

山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東 1110番 地 H7 3 1

浜松医科大学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山 1丁 目20番 1号 H7.3_1

群馬大学医学部附属病院 群馬県前橋市昭和町 3丁 目39番 15号 H7 3 1

佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島 5丁 目 1番 1号 H7 3 1

公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘 1番地 H18.41

和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺 811番 地 1 H18.4.1

筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保 2丁 目 1番地 1 H7 4 1

東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷 7丁 目3番 1号 H7 4 1

九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出 3丁 目 1番 1号 H7 4 1

名古屋市立大学病院 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1番地 H18.4、 1

公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市四条町840番 地 H1941
札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南 1条西16丁 目291番地 H1941
公立大学法人横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦 3丁 目9番地 H1741
京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 H20、 4、 1

防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木 3丁 目2番地 H9 2 1

大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1丁 目5番 7号 H18.41

81
嘔 力 allユ何 収 法 人 入 眠 肘 ユ 柄 瞬 懺 信 人 限 肘 ユ 洸 人 洒 マ ン

々 __ 大阪府大阪市東成区中道 1丁 目3番 3号 H1841
82 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町 8番 1号 H1991

東京医科大学病院 東京都新宿区西新宿 6丁 ロフ番 1号 H21.2 1

がん研究会有明病院 東京都江東区有明 3丁 目8番 31号 H23 10 1

独立行政法人国立国際医療研究センター病院 東京都新宿区戸山 1-21-1 H24 11 1
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7.特区制度における病院等開設会社による病院等開設事業について

(医療・福祉口労働部会 (第35回 )資料 抜粋 )

①評価対象となる規制の特例措置の概要

病院等開設会社による病院等開設事業 (910)【株式会社病院特区】

<これまで>
医療事業の非営利性が前提となつており、株式会社による病院等の開設は認められていない。

<関係法令>
医療法第7条第5項等

<取り巻く環境の変化>
株式会社の資金調達力や研究開発意欲の活用により、高度な医療の開発・普及が促
進されることが期待されている。

構造改革特区を活用することにより

<主な要件>
○認められる高度な医療とは、高度画像診断、高度再生医療、高度遺伝子治療、高度美容外科

医療、高度体外受精医療、これらに類するものに限られる。     |
○保険医療機関の指定は行われない(自 由診療のみ )。

O医療法施行規則で定める医師、看護師等の人員配置基準や、各科専門の診察室等の施設基

準、病室の床面積、階段、廊下等の幅、換気、採光等に関する構造設備基準等を満たすこと。
O高度な医療を適切に提供するために必要な設備の設置や、患者に対する説明及び患者の同
意に係る手順を記載した文書の作成、倫理審査委員会の設置等、類型ごとに規定されている
基準を満たすこと。

○比較広告、誇大広告を行つてはならないこと。

認定計画数 :1件 (平成23年 6月 29日 現在 )

株式会社が高度な医療を提供する病院等を開設することを可能にする。

◎実際の取組事例

～か ながわバイオ 医療産業特 区～

実施主体 :神奈川県
バイオテクノロジーを活用 した高度美容医療を実施する病

院等について、株式会社による開設を可能にすることで、そ
の資金調達力等を活かし、研究成果の円滑な事業化、新たな

研究開発への投資促進、関連産業への経済的波及を図り、民

間主導による地域産業活性化、県民の長寿・健康、心豊かな
暮らしのニーズの充足を図る 。
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(医療口福祉・労働部会 (第 35回 )資料 抜粋 )

②調査計画案の概要

規制所管省庁によれば、本特例措置の実施状況に係る弊害の発生に関する調査の結果、本

特例措置の適用事業者に係る弊害は具体的に把握されなかつたものの、現在株式会社特区

病院は 1病院であり、特区において適用された規制の特例措置による弊害がないことによ

るものなのか、適用事業者の特段の努力等によるものなのか、必ず しも明らかではないこ

とから、全国展開により発生する弊害の有無について判断することはできないとのことで

ある。

一方、評価・調査委員会による調査では、本特例措置による効果の発現については、現在

までのところ診療所経営に注力 しているためわからない (地方公共団体)と しており、ま

た、本特例措置の適用事例が少ないことについては、行える医療行為が非常に限定的なた

め診療所経営を軌道に乗せるために時間がかかる (地方公共団体 )、 事業性の実証には新技

術の場合 5年はかかる (適用事業者)と の指摘もあった。

以上より、規制所管省庁においては、本特例措置の実施状況から、本特例措置による弊害

が把握されるかどうか、規制所管省庁において引き続き調査を行い、検証に必要なデータ

を蓄積するとともに、上記の地方公共団体等の指摘を踏まえ、全国展開に係る検討を行つ

た上で、平成 23年度に評価を行い、結論を得ることとする。

● 実施医療機関は平成 23年 6月 か ら診療休止となつており、本年度は評価を行える状況にな

い .

実績が少ない (1病院)こ とか ら弊害の有無の検証は困難。
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(医療口福祉口労働部会 (第35回 )資料 抜粋 )

③評価時期について

【参考】

1.事業実施主体概要

(1)名称

株式会社バイオマスター

(所在 :神奈川県横浜市 設立 :平成 14年 12月 )

(2)事業内容

①医療機関の経営

※特例措置適用案件

乳房再建などの高度美容外科医療 (保険適用のないものに限る)を

提供するクリニック

②セルソース開発 (細胞採取技術)、 細胞の保存、培養、移植技術の開発

③デバイス (組織 0細胞処理装置、消耗品)の開発・販売

碧曜 !ツ
| |||!j,11:ll:: 当1塑IⅢ I

910 神奈川県 病院等開設会社による病院等開設事業 平成 23年度

口当初は平成 23年度の評価を予定
口現状、唯―の適用事例である「かながわバイオ医療産業特区」に関して、実施医

療機関が、6月 から診療休止となつており、平成 23年度の評価は困難

・診蒙襦瀾睦簿も::1特1011i措置llよ る弊害等Itづtヽ輛iti l検証罐 が17~‖麟1帆1集 を:蓄

1積す:るい る‖鳳|と

",ら

ず
｀
平成24奪薦1以1降|=評価

1を
行う:
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(医療 。福祉・労働部会 (第 39回 )資料 抜粋)

今後のスケジュール               
資料3

翁懸鐵

4月

5月

6月

7月

0内閣官房及び関係府省庁による調査票作成
8月

9月

10月

0調査票の決定

Oアンケート実施 (約2か月)

11月

12月

各菫円鶴●I

O調査結果の報告

0評価意見の検討

1月
各専門部会

2月
暴

0評価意見のとりまとめ

3月
対応方針の本部決定
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医政発第 0930001号

平成 16年 9月 30日

各都道府県知事 殿

構造改革特別区域法の一部を改正する法律において新設された

医療法等の特例の運用について

構造改革特別区域法 (平成 14年法律第 189号 )の一部を改正する法律 (平

成 16年法律第 60号。以下「改正法」という。)が本年 5月 28日 に公布 され、

本年 10月 1日 か ら施行されることとなった。        ・ ・

改正後の構造改革特別区域法 (以下 「新特区法」という。)では、第 18条に

おいて医療法等 の特例が新設されることか ら、 これに伴い、「厚生労働省関係構

造改革特別区域法施行規則及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第 2条第 3項

に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

の一部を改正す る省令J(平成 16年厚生労働省令第 144号 )、 「構造改革特別

区域法第 18条第 1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所 の構造設

備、その有すう本員等に関する基準」 (平成 16年厚生労働省令第 145号 )及
び「構造改革特別区域法第 18条第 1項に規定する高度な医療に関する指針J(平

成 16年厚生労働省告示第 362号。以下 「指針」という。)が本日公布され、

改正法と同日付けで施行されることとなったところである。

これらの法令の施行に当たって留意すべき事項及び内容は下記のとおりである

ので、制度の趣旨等に十分御了知いただくとともに、貴管下保健所設置市、特別

区、関係団体等にその周知をお願いする.

1 高度医療の内容を示す厚生労働大臣が定める指針において具体的に掲げる医
｀
療以外の「その他前各号に掲げる医療に類する医療Jに該当する要望があった

場合の取扱い

新特区法第 18条第 1項で規定する「高度医療」の内容については、厚生労

働大臣が定める指針に従って地方公共団体が判断し、厚生労働大臣が指針への

記

匿
=
繭
職
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適合性に照 らして同意することとしている。しかし、地方公共団体か らの要望

事項について現時点で全て把握しているわけではな く、また、今後、技術の進

展等によ り新 しい高度医療が出現することも予想されるため、当該指針の第 6

号において 「その他前各号に掲げる医療に類する医療」 と規定したところであ

る.        .
今後、これに該当すると思われる相談があった場合には、速やかに内閣官房

構造改革特区推進室及び当職あて相談されたい。

2 特区において株式会社が開設する病院又は診療所が行う高度医療につき医療

保険の適用が認められた場合の取扱い

°
高度医療として認められていたものが高度先進医療など医療保険の対象とな

った場合、当該医療は特区法に規定する「高度医療」ではなくなることから、

株式会社が新たに当該医療に参入することは認められなくなることになる。

一方、特区において株式会社が開設する病院・診療所の提供する医療が厚生

労働大臣の指針で定める高度医療に該当しなくなったことにより、特区計画が

取り消されるような場合には、あらかじめ特区法第 8条第 2項の規定により厚

生労働大臣が認定地方公共団体に対して必要な措置を講ずるよう求めることと

なる。    :
このような措置要求にもかかわらず、なお適切な措置が講じられない場合に

は、都道府県知事が当該病院 。診療所の業務の継続が適当でないと認めるとき

は、株式会社が開設する病院・診療所の開設の許可を取り消すことができるこ

ととしている。

.従って、病院等の開設の許可の取り消しについては、個別の事例に応じて、

都道府県知事が判断することになる.

3 高度医療の適切な実施について

´
株式会社から特区における高度医療を提供する病院等の開設について相談が

あった場合には、当該病院等において提供する医療の内容に応じて、高度医療

の適切な提供に向け、薬事法 (昭和 35年法律第 145号 )、 遺伝子組換え生

物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (平成 15年法律
・
第97号 )、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究等に関する倫理指針」 (平成 13年
文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1号 )、 「遺伝子治療臨床研究に

関する指ミ・ゝ`ぐ平成 14年文部科学省・厚生労働省告示第 1号 )、 「臨床研究に

関する倫理指針J(平成 15年厚生労働省告示第 255号 )等の関連法令及び
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」(平

成 15年 4月厚生科学審議会生殖補助医療部会)等の関係審議会の報告書など

関係する情報の提供に努められたい。
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(参考資料 )．
報平成 16年 9月 30日 本曜日 官 (号外第 217号 )
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式
を
加
え
る
。　
　
」
　

　

．

別

雪 曇
<ト ー ー ー ー            12cn写

真
面

及
び

Ｆ
　
　
員
の
証
面

に
は
、

所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）

Ａ

・

・

・

8m

V

（法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告

の
方
法
及
び
内
容
に

軍
二
業
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
は
、
医
療
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
三
年

厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
の
三
各
号
に
規
定
す
る
広
告
の
方
法
及
び
内
容
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る

（狂
大
病
予
防
法
施
行
親
闘

・
を
適
用
す
る
場
合

の
観
替
え
等
）

第
二
桑
　
法
別
衰
第
十

三
号

の
市
町
村
に
よ
る
狂
犬
病
予
防
員
ｔ
命
事
業
に

つ
い
て
の
狂
大
病
予
防
法
施
行
規
則

年
         所

属     号
: 月                庁    .

日   狂

発
・

行  犬    .

病

予

防

員

の

証̈        氏

写

真

を

l■

ろ

平
成 第  1

名

生
年
月
日

―-184-―



一回裏

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
狂
大
病
予
防
法
の
特

例
と
し
て
狂
大
病
予
防
員
の
事
務
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
次
の
と
も
つ
で
あ
り
ま
す
。

構
造
改
革
特
別
区
域
法
抜
す
い

第
二
十
二
条
　
一甲
町
村

（地
域
保
健
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
政
令
で
定
め
る
市
を
除
く
．
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
．）
が
、
そ
の
設
定

す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
狂
大
病
予
防
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
二

条
第

一
項
に
規
定
す
る
狂
大
病
予
防
員

（次
項
に
お
い
て

『都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
」
と
い
う
。
）

の
数
が
当
該
市
町
村
の
区
域
の
範
囲
に
比
し
て
少
な
い
こ
と
か
ら
狂
大
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に

は

，
同
法
第
六
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
事

務

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「犬
の
抑
留
に
係
ろ
事
務
」
と
い
う
。）
を
当
該
市
町
村
が
自
ら
行
う
必
要

が
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日

以
後
は
、
当
該
市
町
村
の
長
は
、
同
法
第
二
条
第

一
項
、
第
六
条
及
び
第
二
十

一
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
市
町
村
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
大
病
予
防
員
を
任
命
し
、
大
の
抑

留
に
係
ろ
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
・

２
　
狂
大
病
予
防
法
第
二
条
第
二
項
、
第
六
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十

一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
の
任
命
を
受
け
た
狂
大
病
予
防
員

（次
項
に
お
い
て

、市
町
村

長
任
命
予
防
員
」
と
い
う
．）
を
都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
ｔ
み
な
す
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
鮭

第
六
条
第
二
項
中

「都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「構
造
改
革
特
別
区
域
法

（平
成
十
四
年
法
律
第

百
八
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
市
町
村

（第
五
項
及
び
第
十
項
並

び
に
第
二
十
一
条
に
お
い
て

「認
定
市
町
村
」
と
い
う
．）
の
長
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
二
十

一
条

中

「都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「認
定
市
町
村
の
長
」
と
，
第
六
条
第
十
項
中

「都
道
府
県
」
と

あ
る
の
は

「認
定
市
町
村
」
と
、
第
二
十

一
条
中

『当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「当
該
認
定
市
町

村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
・

３
　
（略
）

狂
大
病
予
防
法
抜
す
い

第
二
条
　
都
道
驚
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
大
病
予
防

員

（以
下

「予
防
員
」
と
い
う
．）
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ｈ
．

２
　
予
防
員
は
，
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
求
め

に
よ

，
こ
れ
を
二
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

〈厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適

用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ

の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令

（平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
．

第
二
条

（見
出
し
を
含
む
．）中

「別
表
第
二
十
二
号
」
を

「別
表
第
二
十
七
号
」
に
改
め
る
．

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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０
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
五
号

構
造
政
車
特
別
区
域
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造

改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
医
療
の
提
供
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所
の
構
造
設
備
、
そ
の
有

す
る
人
員
等
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
尾
辻
　
秀
久

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
高
度
医
療
の
提
質
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所
の
構
造
段

備
、
そ
の
有
す
る
人
員
等
に
関
す
る
基
準

．

（特
殊
な
放
射
性
同
位
元
素
を
用
い
て
行
う
局
電
子
放
射
断
層
撮
影
装
置
等
に
よ
る
画
像
診
断
に
関
す
る
基
準
）

第
一
条
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法

（昭
和
二
十
三

年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
株
式
会
社
が
開
段
す
る
病
院
又
は
診
疲
所

（以
下

「株
式
会

社
開
設
病
院
等
」
と
い
う
。）
が
高
度
隠
家
の
う
ち
特
殊
な
放
射
性
同
位
元
素
を
用
い
て
行
う
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影

装
置
等
に
よ
る
画
像
診
断

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「高
度
画
像
診
断
」
と
い
う
。）
を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
．

一　
高
度
画
像
診
断
に
関
し
．
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
一
名
以
上
を
置
い
て
い
る
こ

・′』
．

二
　
高
度
画
像
診
断
に
関
し
、
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
宿
動
の
診
療
放
射
線
技
師
一
名
以
上
を
置

い
て
い
る
こ
と
。

〓
一　
腸
電
子
放
射
断
層
撮
影
装
置
そ
の
他
高
度
画
像
診
断
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

（次
号
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。）
を
備
え
て
い
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

四
　
高
度
画
像
診
断
に
用
い
る
放
射
性
同
位
元
素
そ
の
他
の
高
度
画
像
診
断
を
実
施
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
物
質

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「使
用
元
索
等
」
と
い
う
。）
を
製
造
す
る
た
め
に
必
要
な
設
席
及
び
製
造
の
方
法
を
記

載
し
た
文
書
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
又
は
他
の
者
か
ら
安
定
的
に
使
用
元
素
等
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（五警醜賠駈哨討議昭糊撮る．び縄鑽ゎ師は議螺』蒔郷餃闘麟ろ．じ識数日部畔賊贅「鍼岬「こと。

第
二
桑
　
株
式
会
社
開
設
病
院
等
が
高
度
医
療
の
う
ち
書
髄
損
傷
の
皇
者
に
対
す
る
神
経
細
胞
の
再
生
及
び
移
植
に
よ

る
再
生
医
療

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「高
度
再
生
医
療
」
と
い
う
．
）
を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
．

一　
高
度
再
生
医
療
に
関
し
、
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
饉
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
一
名
以
上
を
置
い
て
い
る
こ

ゝ

」

。

　

　

　

．

一
一　
幹
細
胞
の
分
離
、
保
存
等
を
行
う
装
置
そ
の
他
の
高
度
再
生
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

（次
号
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
備
え
て
い
る
こ
と
．

〓
一　
高
度
再
生
医
療
に
用
い
る
細
砲
そ
の
他
の
高
度
再
生
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
物
質

（以
下
こ
の

号
に
お
い
て

「使
用
細
胞
等
」
と
い
う
ｕ
）を
培
養
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
培
養
若
し
く
は

製
造
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
又
は
他
の
者
か
ら
安
定
的
に
使
用
細
胞
等
の
供
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．

四
　
高
度
再
生
医
療
に
係
る
技
術
に
関
す
る
専
門
家
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
倫
理
害
査
委
員
会
を
置
い
て
い
る
こ

と
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

五
　
患
者
に
対
す
る
説
明
及
び
息
者
の
同
童
に
係
る
手
順
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぃ

事」い一（株ん］〕一強無』一』一『高症一疇一一一一詢”一嘩一一一綺舞一一一轟中けつ婦晴徴謝け郷瞳積

・ と
ぉ

詢
餃
討
串
ｒ

治
療
に
関
し
、
必
要

ヽ
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
常
動
の
医
に

一
名
以
上
を
置
い
て
い
う

こ

と

。

二
　
違
伝
子
を
導
入
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
高
度
遺
伝
子
治
康
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

（次
号
に
規

三一一峙一一一嚇一一』中』一「一「一̈
洵覇を度．織雛青計唯∈厳勁Ｆ“薇」漱』は郵ぼ識けＨび（鍛

換
え
若
し
く
は
製
造
の
方
法
を
記
載
し
た
文
〓
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
又
は
他
の
者
か
ら
安
定
的
に
使
用
遺
伝
子

等
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
．

四
　
高
度
遺
伝
子
治
療
に
保
る
技
術
に
関
す
る
専
用
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
倫
理
審
査
委
員
会
を
置
い
て
い
る
こ

一
　
患
者
に
対
す
る
説
明
及
び
患
者
の
同
意
に
係
る
手
順
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
に
と
も

第四（鶏度赦最新競醐帥薦断”罐語餅瞬離は葉期討郎腱鉾ｒを用いて行う美容外科医療
（以下この条に

お
い
て，
『高
度
興
容
外
粋
医
療
」
と
い
う
．）
を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　
高
魔
美
容
外
科
医
療
に
関
し
、
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
常
動
の
医
師
一
名
以
上
を
置
い
て
い

る

こ
と
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

二
　
無
菌
箱
、
高
度
た
レ
ー
ザ
ー
照
射
装
置
そ
の
他
の
高
度
美
容
外
科
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

（次

号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
備
え
て
い
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

〓
一　
細
胞
そ
の
他
の
高
圧
美
容
外
科
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
物
質

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「使
用

物
質
」
と
い
う
。）
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
高
度
美
容
外
科
医
療
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
物
質

・を

培
養
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
必
要
な
畿
備
及
び
培
養
若
し
く
は
製
造
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
を
偏
え
て
い

る
こ
と
、
又
は
他
の
者
か
ら
安
定
的
に
使
用
物
質
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．

四
　
息
者
に
対
す
る
説
明
及
び
患
者
の
同
意
に
係
る
手
順
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い

・
る
こ
と
．

（提
供
籍
子
に
よ
る
体
外
受
籍
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条
　
株
式
会
社
開
段
病
院
等
が
高
度
医
療
の
う
ち
提
供
精
子
に
よ
る
体
外
受
精

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「高
度

体
外
受
精
医
療
」
と
い
う
。）を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
罵
げ
る
と
お
り
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
・

一　

高
度
体
外
受
精
医
療
に
関
し
、
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
常
動
の
医
師

一
名
以
上
を
置
い
て
い

る
こ
と
．

一一　
採
卵
菫
、
移
植
菫
そ
の
他
の
高
度
体
外
受
精
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
有
す
る
こ
と
．

〓
一　
無
菌
箱
、
ふ
卵
器
そ
の
他
の
高
度
体
外
受
精
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

四
　
高
度
体
外
受
精
医
療
に
係
ろ
技
術
に
関
す
る
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
倫
理
審
査
委
員
会
を
置
い
て
い
る

こ
と
。

五
　
自一者
に
対
す
る
説
明
及
び
患
者
の
同
意
に
係
る
手
順
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぃ

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
式

・六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第 3945号報平成 16年 9月 30日  本曜日

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法

（平
成
十
、四

年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革

特
別
区
域
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
高
度
な
医
療

に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
六
年
十
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。　
　
・

平
成
十
六
年
九
丹
三
十
日
　
・

．　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
尾
辻
　
秀
久

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定

す
る
高
度
な
医
療
に
関
す
る
指
針
　
ヽ

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
適
合
す
る
高
度
な
医
療

は
、
病
院
又
は
診
療
所
の
構
造
設
備
、
そ
の
有
す
る
人
員

等
に
関
す
る
基
準
が
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
八
条

第

一
項
に
規
定
す
る
高
度
医
療
の
提
供
を
行
う
病
院
又
は

診
療
所
の
構
造
設
備
、
そ
の
有
す
る
人
員
等
に
関
す
る
基

準
八
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
五
号
）
に
規

定
さ
れ
て
い
る
医
療
そ
の
他
高
度
な
技
術
を
用
い
て
行
う

倫
理
上
及
び
安
全
上
問
題
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
医
療
でヽ

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

２つ
．

一　
特
殊
な
放
射
性
同
位
元
素
を
用
い
て
行
う
陽
電
子
放

射
断
層
撮
影
装
置
等
に
よ
る
画
像
診
断

一
一　
載
髄
損
傷
の
患
者
に
対
す
る
神
経
細
胞
の
再
生
及
び

移
植
に
よ
る
再
生
医
療

〓
一　
肺
が
ん
及
び
先
天
性
免
疫
不
全
症
侯
群
の
患
者
に
対

す
る
遺
伝
子
治
療

四
　
高
度
な
技
術
を
用
い
て
行
う
美
容
外
科
医
療

五
　
提
供
精
子
に
よ
う
体
外
受
精

一ハ
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
類
す
る
医
療

　

・
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8.地域医療支援病院一覧

地域医療支援病院一覧
平 1 日

都道府県名 医療機関名 病床数 (床 ) 二次医療田名

1 北海道 函館市医師会病院 南渡島

2 北海道 旭川赤十字病院 600 上川中部

3 北海道 北見赤十字病院 Jヒ劇円

4 北海道 札幌社会保険総合病院 札幌

5 北海道 KKR札幌医療センター斗南病院 札 幌

6 北海道 KKR札幌医療センター 札幌

7 北海道 社会医療法人北斗北斗病院 十勝

8 北海道 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院 500 釧 路

9 北海道 手稲渓仁会病院 550 札 幌

0 青森県 八戸市立市民病院 ノヽ戸

1 青森県 独立行政法人労働者健康福祉機構青森労災病院 一Ｆ

2 青森県 青森県立中央病院 青森

3 青森県 青森市民病院 青森

4 岩手県 岩手県立中央病院 盛 岡

5 岩手県 岩手県立中部病院 岩手中部

6 宮城県 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 仙台

7 宮城県 仙台厚生病院 仙 台

8 宮城県 みやぎ県南中核病院 仙南

9 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 仙 台

宮城県 宮城県立こども病院 仙 台

宮城県 東北厚生年金病院
ム
ロ

ー‐，
四

宮城県 財団法人宮城厚生協会坂総合病院 仙 台

宮城県 石巻赤十字病院 石巻

宮城県 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 仙 台

宮城県 仙台社会保険病院 仙 台

宮城県 大崎市民病院 大崎

秋田県 秋田県成人病医療センター 秋田周辺

秋田県 能代山本医師会病院 能代・山本

山形県 山形市立病院済生館 村 山

山形県 鶴岡市立荘内病院 庄 内

山形県 公立置賜総合病院 置 賜

福島県 材団法人竹田綜合病院 1.097 会 津

福島県 労働者健康福祉機構福島労災病院 428 いわき

福島県 球団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 430 県 中

福島県 材団法人星総合病院 480 県 中

福島県 材団法人大原綜合病院 明lJヒ

福島県 いわき市立総合磐城共立病院 889 いわき

福島県 訪団法人仁泉会医学研究所北福島医療センター 県北

福島県 旧島赤十字病院 明謳Jヒ

福島県 材団法人湯浅報思会寿泉堂綜合病院 県 中

茨城県 真波メディカルセンター病院 つくば

茨城県 自立行政法人国立病院機構水戸医療センター 水 戸

茨城県 取手北相馬保健医療センター医師会病院 取手・竜ヶ崎

茨城県 餞立行政法人国立病院機構茨城東病院 常陸太田・ひたちなか

茨城県 自立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 土浦

茨城県 水戸済生会総合病院 水 戸

茨城県 」Aと りで総合医療センター 取手・竜ヶ崎

茨城県 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 常陸太田・ひたちなか

茨城県 水戸赤十字病院 水 戸

茨城県 茨城県立中央病院 水 戸

茨城県 筑波記念病院 つくば
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地域医療支援病院一覧
4年 1 1日

都道府県名 医療機関名 病床数 (床 ) 二次医療圏名

栃木県 陛野医師会病院 両 毛

栃木県 陸立行政法人国立病院機構栃木病院 462 県東・央

栃木県 栃木県済生会宇都宮病院 県東・央

栃木県 下都賀総合病院 県南

栃木県 足利赤十宇病院 555 両 毛

栃木県 芳賀赤十字病院 県東・央

栃木県 那須赤十字病院 垢モJヒ

群馬県 社団法人伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎

群馬県 前橋赤十字病院 前橋

群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 高崎・安中

群馬県 医療法人社団日高会日高病院 高崎・安中

群馬県 7AN立 藤岡総合病院 藤 岡

群馬県 群馬県立心臓血管センター 前橋

群馬県 ll会福祉法人思賜財団済生会支部群馬県済生会前橋病院 前橋

群馬県 欧立行政法人国立病院機構西群馬病院 渋川

群馬県 社会保険群馬中央総合病院 前橋

群馬県 伊勢崎市民病院 伊勢崎

群馬県 館林厚生病院 太田館林

埼玉県 埼玉県立小児医療センター 300 さいたま

埼玉県 社団法人東松山医師会病院 川越比企

埼玉県 北里研究所メディカルセンター病院 県央

埼玉県 医療法人財団石心会狭山病院 西部

埼玉県 医療法人壮幸会行日総合病院 1利根

埼玉県 深谷赤十字病院 506 北部

埼玉県 社会福祉法人思賜財団済生会埼玉県済生会栗橋病院 利根

埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 西部

埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院 県央

埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 北部

埼玉県 社会医療法人さいたま市民医療センター さいたま

埼玉県 さいたま赤十字病院 605 さいたま

埼玉県 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 325 西部

千葉県 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 安房

千葉県 千葉県こども病院 千葉

千葉県 成田赤十字病院 印施山武

千葉県 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 市原

千葉県 餞立行政法人国立病院機構千葉医療センター 千葉

千葉県 沿橋市立医療センター 東葛南部

千葉県 千葉県立佐原病院 香取海匝

千葉県 コ保直営総合病院君津中央病院 君津

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター 東葛南部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院 区東北部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院 南多摩

東京都 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 北多摩南部

東京都 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 北多摩南部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 北多摩北部

東京都 河北総合病院 区西部

東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 500 北多摩西部

東京都 餞立行政法人国立病院機構災害医療センター 北多摩西部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院 区西南部

東京都 社会福祉法人仁生社江戸川病院 区東部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 区南部
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地域医療支援病院一覧
2

都道府県名 医療機関名 病床数 (床 ) 二次医療圏名

東京都 公立昭和病院 北多庫北部

東京都 国家公務員共済組合連合会東京共済病院 380 区西南部

東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 区西南部

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 区西北部

7 東京都 独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院 区南部

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 400 区西北部

東京都 聖路加国際病院 区中央部

0 東京都 公立学校共済組合関東中央病院 470 区西南部

1 東京都 東京都済生会中央病院 535 区中央部

2 東京都 日本赤十字社医療センター 区西南部

3 神奈川県 篠沢市民病院 湘南東部

4 神奈川県 思賜財団済生会横浜市南部病院 500 横浜南部

5 神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 湘南西部

6 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 相模原

7 神奈川県 国家公務員共済組合連合会総合病院横須賀共済病院 横須賀・三浦

8 神奈 l県 財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 横浜西部

9 神奈川県 横須賀市立市民病院 横須賀・三浦

神奈 ll県 横浜市立市民病院 650 横浜西部

1 神奈 li県 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 川崎南部

神 奈 l県 独立行政法人日立病院機構横浜医療センター 横浜西部

3 神奈 ‖県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜南部

神奈 II県 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 横浜北部

神 奈 ‖県 医療法人社団ジャバンメディカルアライアンス海老名総合病院 県央

神 奈 ll県 思賜財団済生会横浜市東部病院 横浜北部

7 神奈 ll県 横浜市立みなと赤十字病院 横浜南部

神奈 |1県 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 横浜西部

神奈 ‖県 小日原市立病院 県西

神 奈 ‖県 独立行政法人日立病院機構神奈川病院 湘南西部

神奈 ll県 横須賀市立うわまち病院 横須賀・三浦

神奈川県 神奈川県立こども医療センター 横浜南部

神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器病センター 横浜南部

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜西部

神奈川県 菊名記念病院 横浜西部

神奈川県 東名厚木病院 県 央

神奈川県 川崎市立多摩病院 川崎北部

神奈川県 虫立行政法人国立病院機構相模原病院 相模原

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 横浜北部

神奈川県 茅ヶ崎市立病院 湘南東部

神奈川県 平塚市民病院 湘南西部

神奈川県 国会公務員共済組合連合会横浜南共済病院 横浜南部

新潟県 済生会新潟第二病院 新潟

新潟県 新潟市民病院 新 潟

新潟県 新潟県立新発田病院 478 下越

新潟県 独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院 上越

新潟県 独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院 県央

新潟県 新潟県立中央病院 上越

新潟県 長岡赤十字病院 中越

富山県 富山市立富山市民病院 富山

富山県 富山県立中央病院 富山

富山県 富山赤十字病院 富 山

石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 650 石川中央
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石川県 石川県立中央病院 石川中央

石川県 公立松任石川中央病院 石川中央

福井県 福井県済生会病院 福井・坂井

福井県 福井県立病院 福井・坂井

福井県 福井赤十字病院 福井・坂井

福井県 医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 福井・坂井

山梨県

長野県 社会医療法人慈泉会相澤病院 松本

長野県 信州上田医療センター 上 小

長野県 諏訪赤十字病院 諏 訪

長野県 長野赤十字病院 長野

長野県 飯田市立病院 飯 伊

長野県 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院 松本

長野県 長野市民病院 長野

長野県 伊那中央病院 上伊那

岐阜県 岐阜市民病院 岐 阜

岐阜県 社会医療法人厚生会木沢記念病院 中濃

岐阜県 岐阜赤十字病院 岐 阜

岐阜県 岐阜県総合医療センター 岐阜

岐阜県 岐阜県立多治見病院 627 東 濃

岐阜県 大垣市民病院 西濃

岐阜県 高山赤十字病院 飛騨

岐阜県 松波総合病院 432 岐 阜

静岡県 浜松医療センター 西部

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 西 部

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 西 部

静岡県 静岡市立静岡病院 506 静岡

静岡県 沼津市立病院 駿東田方

静岡県 静岡県立総合病院 静 岡

静岡県 静岡県立こども病院 279 静岡

静岡県 浜松赤十字病院 西 部

静岡県 暁津市立総合病院 志太榛原

静岡県 藤枝市立総合病院 志太榛原

静岡県 静岡赤十字病院 静岡

静岡県 静岡済生会総合病院 静 岡

静岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院 西部

静岡県 市立島田市民病院 536 志太榛原

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 駿東田方

静岡県 静岡市立清水病院 静岡

静岡県 磐田市立総合病院 中東遠

静岡県 富士宮市立病院 富士

静岡県 JA静岡厚生連遠州病院 西部

愛知県 名古屋第二赤十字病院 名古屋

愛知県 名古屋第一赤十字病院 852 名古屋

愛知県 社会保険中京病院 名古屋

愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 名古屋

愛知県 名古屋液済会病院 名古屋

愛知県 名古屋記念病院 名古屋

愛知県 岡崎市民病院 西三河南部

202 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 西三河南部

愛知県 綜合大雄会病院 尾張西部
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愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院 名古屋

愛知県 公立陶生病院 尾張東部

愛知県 ―宮市立市民病院 尾張西部

愛知県 春日井市民病院 尾張北部

愛知県 半田市立半田病院 知多半島

209 二重県 享生連鈴鹿中央総合病院 Jヒ書号

2 二重県 享生連松阪中央総合病院 南勢志摩

2 1 二重県 恩賜財団済生会松阪総合病院 南勢志庫

2 二重県 独立行政法人日立病院機構二重中央医療センター 中勢伊賀

2 二重県 瞬勢赤十字病院 南勢志摩

2 二重県 市立四日市病院 Jヒ
g=

2 二重県 四日市社会保険病院 Jヒ
g=

2 二重県 名張市立病院 200 中勢伊賀

2 滋賀県 大津赤十字病院 824 大 津

2 滋賀県 大津市民病院 506 大津

滋賀県 済生会滋賀県病院 393 湖 南

滋賀県 長浜赤十字病院 メロJし

221 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 407 東近江

222 京都府 京都第二赤十字病院 680 京都・乙訓|

京都府 京都第一赤十字病院 京都・乙副|

京都府 武田病院 京都・乙訓

225 京都府 京都府立与謝の海病院 丹 後

京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 京都・乙訓

京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 京都・乙訓

京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 中丹

京都府 京都市立病院 京都・乙訓!

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 京都・乙割|

京都府 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 中丹

京都府 社会医療法人岡本病院 (財)第二岡本総合病院 山城北

大阪府 医)橘会東住吉森本病院 大阪市

大阪府 社医)ペ ガサス馬場記念病院 堺市

大阪府 宗)在 日本南プレスビテリアンミッション淀川キリス ト教病院 大阪市

大阪府 社医)愛仁会高槻病院 三島

大阪府 社会医療法人若弘会若草第一病院 中河内

大阪府 厚生年金事業振興団大阪厚生年金病院 大阪市

239 大阪府 社団法人全国社会保険協会連合会星ヶ丘厚生年金病院 北河内

大阪府 府中病院 泉 州

大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪市

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪市

大阪府 ベルランド総合病院 堺 市

大阪府 医療法人仙養会北摂総合病院 三 島

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 520 南河内

大阪府 大阪赤十字病院 大阪市

大阪府 大阪市立総合医療センター 大阪市

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 大阪市

大阪府 松下記念病院 北河内

250 大阪府 市立池田病院 豊能

大阪府 社会福祉法人思賜財団大阪府済生会吹田病院 豊能

大阪府 財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 大阪市

253 大阪府 市立岸和田市民病院 泉州

254 大阪府 箕面市立病院 豊能

―-192-―



地域医療支援病院一覧
( 1

都道府県名 医療機関名 病床数 (床 ) 二次医療日名

大阪府 市立豊中病院 豊能

大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院 堺市

大阪府 宙槻赤十字病院 三 島

大阪府 りんくう総合医療センター 泉州

大阪府 社会福祉法人思賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 豊能

大阪府 市立堺病院 堺 市

兵庫県 兵庫県立淡路病院 淡路

兵庫県 神戸赤十宇病院 神戸

兵庫県 現石医療センター 東播磨

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸

兵庫県 兵庫県立こども病院 神戸

兵庫県 兵庫県立西宮病院 阪神南

兵庫県 兵庫県立尼崎病院 阪神南

268 兵庫県 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 阪神南

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター 東播磨

兵庫県 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川西市民病院 東播磨

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター 中播磨

兵庫県 医療法人社団神鋼会神鋼病院 神 戸

兵庫県 社会保険神戸中央病院 神 戸

兵庫県 市立伊丹病院 阪神北

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院 阪神北

兵庫県 西脇市立西脇病院 北播磨

奈良県 県立奈良病院 奈 良

奈良県 県立三室病院 西和

和歌山県 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 和歌山

和歌山県 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 御坊

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 865 和歌山

282 和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 田辺

和歌山県 新宮市立医療センター 新宮

鳥取県 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 西 部

鳥取県 鳥取赤十字病院 東部

286 鳥取県 鳥取県立中央病院 東部

鳥取県 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 250 西部

島根県 益田地域医療センター医師会病院 益 田

島根県 益田赤十宇病院 益 田

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 浜 田

島根県 松江赤十字病院 松江

岡山県 岡山中央病院 県南東部

岡山県 赤磐医師会病院 県南東部

岡山県 独立行政法人口立病院機構岡山医療センター 県南東部

岡山県 餞立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 県南東部

岡山県 b臓病センター榊原病院 県南東部

岡山県 倉敷中央病院 県南西部

岡山県 総合病院岡山赤十字病院 県南東部

岡山県 材団法人操風会岡山旭東病院 県南東部

岡山県 津山中央病院 津山・英田

岡山県 岡山済生会総合病院 553 県南東部

広島県 具市医師会病院 呉

広島県 三原市医師会病院 200 尾三

広島県 厚生連廣島総合病院 広島西

広島県 餞立行政法人日立病院機構福山医療センター 福山・府中

-193-―



地域医療支援病院一覧
24年 11月 1 )

都道府県名 医療機関名 病床数 (床 ) 二次医療日名

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 呉

広島県 広島赤十字・原爆病院 666 広島

広島県 県立広島病院 750 広 島

広島県 尾道市立市民病院 330 尾 三

3 0 広島県 享生連尾道総合病院 尾 三

1 広島県 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 呉

2 広島県 広島市立広島市民病院 広 島

3 3 広島県 広島市立安佐市民病院 広 島

4 広島県 国会公務員共済組合連合会広島記念病院 広 島

3 5 広島県 コ家公務員共済組合連合会呉共済病院 呉

6 広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島中央

3 7 広島県 福山市民病院 福山・府中

8 広島県 独立行政法人日立病院機構広島西医療センター 広島西

9 広島県 市立二次中央病院 翻憲1ヒ

山口県 社団法人岩国市医師会岩国市医療センター医師会病院 岩 国

山口県 地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院 周 南

322 山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 岩 国

山口県 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院 宇部・小野田

山口県 社会福祉法人思賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 山口・防府

山口県 社会福祉法人思賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 下関

徳島県 徳島赤十字病院 南部 I

327 徳島県 阿南医師会中央病院 南部 I

徳島県 徳島県立中央病院 東部 I

329 徳島県 徳島市民病院 東部 I

徳島県 麻植協同病院 東部Ⅱ

徳島県 健康保険鳴門病院 東部 I

香りl 県 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 中讚

333 香りl 県 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院 中讃

香りl 県 高松赤十字病院 高松

香り| 県 香川県立中央病院 高松

香川県 三豊総合病院 三豊

337 愛媛県 喜多医師会病院 八幡浜・大洲

愛媛県 松山赤十字病院 松 山

339 愛媛県 松山県立中央病院 松 山

高知県 社会医療法人近森会近森病院 中央

高知県 高知赤十字病院 中央

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 632 中央

福岡県 宗像医師会病院 宗像

福岡県 朝倉医師会病院 朝 倉

福岡県 糸島医師会病院 福岡・糸島

福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 福岡・糸島

福岡県 飯塚病院 飯塚

福岡県 小倉記念病院 北九州

福岡県 製鉄寵念八幡病院 北九州

350 福岡県 戸畑共立病院 北九州

福岡県 公立学校共済組合九州中央病院 福岡・糸島

福岡県 福岡大学筑紫病院 筑 紫

福岡県 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 粕 屋

福岡県 九州厚生年金病院 北九州

福岡県 福岡市立こども病院・感染症センター 福岡・糸島

356 福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州
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福岡県 聖マリア病院 久留米

福岡県 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 筑 紫

福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 福岡・糸島

福岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 北九州

福岡県 健和会大手町病院 北九州

福岡県 社会医療法人天神会新古賀病院 久留米

福岡県 新行橋病院 京 築

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院 福 岡 糸島

365 福岡県 福岡市民病院 福岡・糸島

福岡県 福岡赤十字病院 福 岡 糸島

福岡県 北九州市立医療センター 北九州

福岡県 鳴田病院 久留米

福岡県 社会医療法人財団白十字会白十字病院 福岡 糸島

福岡県 福岡県済生会二日市病院 筑 紫

福岡県 田主丸中央病院 久留米

福岡県 大牟田市立病院 350 有 明

福岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 北九州

福岡県 遠賀中間医師会おんが病院 北九州

375 佐賀県 餞立行政法人日立病院機構嬉野医療センター 南部

佐賀県 書津赤十字病院 1し 吉「
佐賀県 地方独立行政法人佐賀県立病院好生館 中部

佐賀県 餞立行政法人国立病院機構東佐賀病院 東部

佐賀県 餞立行政法人国立病院機構佐賀病院 中部

380 長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 県央

長崎県 長崎県島原病院 県南

長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 県央

長崎県 医療法人白十字会佐世保中央病院 佐世保

長崎県 健康保険諌早総合病院 県央

長崎県 佐世保市立総合病院 佐世保

長崎県 社会福祉法人思賜財団済生会長崎県済生会支部済生会長崎病院 長崎

387 長崎県 独立行政法人労働者健康福祉機構長崎労災病院 佐世保県北

長崎県 長崎市立市民病院 長崎

長崎県 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 佐世保県北

熊本県 社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター 天草

熊本県 社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 熊本

熊本県 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 熊本

熊本県 健康保険人吉総合病院 球磨

熊本県 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 熊本

熊本県 熊本労災病院 八代

熊本県 荒尾市民病院 有 明

熊本県 山鹿市民医療センター 鹿本

熊本県 熊本赤十字病院 熊本

熊本県 公立玉名中央病院 有 明

熊本県 国保水俣市立総合医療センター ,ξ Jヒ

熊本県 熊本中央病院 熊本

402 熊本県 独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 菊池

熊本県 熊本市立熊本市民病院 熊本

大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 385 中部

大分県 日杵市医師会立コスモス病院 中部

大分県 社会医療法人敬和会大分岡病院 中部

大分県 独立行政法人日立病院機構別府医療センター 東部
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大分県 大分県立病院 中部

大分県 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 中部

大分県 コ家公務員共済組合連合会新別府病院 東部

大分県 宇佐高田医師会病院 北部

大分県 大分赤十字病院 中部

宮崎県 宮崎市郡医師会病院 宮崎東諸県

宮崎県 邸城市郡医師会病院 都城北諸県

宮崎県 県立延岡病院 宮崎県北部

宮崎県 l■会保険宮崎江南病院 宮崎東諸県

宮崎県 独立行政法人国立病院機構都城病院 都城北諸県

宮崎県 Jヽ 林市立病院 西諸

宮崎県 占賀総合病院 宮崎東諸県

420 鹿児島県 鹿児島市医師会病院 鹿児島

鹿児島県 川内市医師会立市民病院 川薩

鹿児島県 出水郡医師会立阿久根市民病院 出水

鹿児島県 南風病院 338 鹿児島

鹿児島県 肝属郡医師会立病院 肝属

鹿児島県 霧島市医師会医療センター 姶良・伊佐

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 鹿児島

鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 肝 属

鹿児島県 曽於郡医師会立病院 曽於

鹿児島県 県立大島病院 奄 美

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構指宿病院 南 薩

鹿児島県 県立薩南病院 南薩

鹿児島県 出水総合医療センター 出 水

沖縄県 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 南 部

沖縄県 社会医療法人敬愛会中頭病院 中都

435 沖縄県 沖縄県立中部病院 中部

沖縄県 (社)北部地区医師会病院 北部

沖縄県 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 南 部

沖縄県 社会医療法人かりゆし会ハー トライフ病院 300 中部

439 沖縄県 地方独立行政法人那覇市立病院 南 部
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